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南極海捕鯨事件に関するＩＣＪ判決について（二・完）
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五　

判
決
の
分
析
と
影
響

　

最
後
に
、
本
判
決
に
含
ま
れ
た
国
際
法
上
の
論
点
を
抽
出
・
分
析
す
る
と
と
も
に
、
判
決
後
の
日
本
と
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
対
応
に
つ
い
て

言
及
し
て
お
き
た
い
。

　　

１　

国
際
法
上
の
論
点

　

本
判
決
に
関
す
る
国
際
法
上
の
主
要
な
論
点
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
に
お
け
る
八
条
一
項
の
位
置
付
け
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
決
議
の
法
的
価
値
、

並
び
に
「
法
と
科
学
」
の
三
つ
を
取
り
上
げ
る
。

　

⑴　

八
条
一
項
の
位
置
付
け

�

八
条
一
項
の
解
釈
方
法
は
、
八
条
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
例
外
規
定
と
位
置
付
け
る
か
、
或
い
は
当
該
規
定
の
文
言
に
忠
実
に
適
用
除
外

規
定
（saving�clause

）
と
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
こ
れ
は
、
本
裁
判
の
帰
趨
を
決
定
付
け
る
ほ
ど
の
根
源
的
な
問

題
で
あ
り
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
、
国
際
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
の
性
質
、
証
明
責
任
の
帰
属
な
ど
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
本
質
に
係
わ
る
論

争
を
内
在
し
て
い
る
。

　

豪
州
は
、
上
記
の
よ
う
な
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
「
発
展
」
を
通
じ
て
、「
鯨
族
の
適
当
で
有
効
な
保
存
」（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
前
文
）
が
条
約
の
主

要
な
趣
旨
及
び
目
的
と
な
り
、「
共
同
資
源
を
集
団
的
に
管
理
す
る
た
め
の
規
制
レ
ジ
ー
ム
」
が
確
立
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
そ
し

て
、
か
か
る
鯨
族
の
保
存
と
そ
の
規
制
レ
ジ
ー
ム
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
八
条
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
「
限
定
的
な
例
外
」
規

定
と
し
て
位
置
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
か
よ
う
に
八
条
を
鯨
族
保
存
の
一
般
原
則
に
対
す
る
例
外
と
捉
え
た
場
合
、
そ
の
条

文
は
厳
格
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
証
明
責
任
は
例
外
援
用
国
の
日
本
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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他
方
、
日
本
は
、「
捕
鯨
産
業
の
秩
序
の
あ
る
発
展
」（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
前
文
）
つ
ま
り
鯨
資
源
の
持
続
可
能
な
開
発
を
条
約
の
趣
旨
及

び
目
的
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
条
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
他
の
規
定
か
ら
自
立
し
た
「
自
己
完
結
的
レ
ジ
ー
ム
」
又
は
「
よ
り
包
括

的
な
条
約
規
則
の
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
た
特
別
な
条
約
レ
ジ
ー
ム
」
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
「
自
立
し
た
地
位
」

に
照
ら
す
と
、
八
条
は
締
約
国
の
特
別
許
可
権
を
保
証
し
た
「
適
用
除
外
規
定
」
と
し
て
拡
張
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
証
明
責
任
は
申
立
国
の
豪
州
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

八
条
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
例
外
規
定
と
適
用
除
外
規
定
の
い
ず
れ
に
位
置
付
け
る
か
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
趣
旨
及
び
目
的
（
鯨
族
の
保
存

又
は
開
発
）
や
国
際
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
の
性
質
（
捕
鯨
の
自
由
を
担
保
し
た
ソ
フ
ト
・
レ
ジ
ー
ム
又
は
捕
鯨
の
規
制
を
目
的
と
す
る
ハ
ー

ド
・
レ
ジ
ー
ム
）
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
条
の
位
置
付
け
の
問
題
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
採
択
後
の
発

展
又
は
変
化
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る）1
（

。
た
だ
、
裁
判
所
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
趣
旨
及

び
目
的
に
お
け
る
鯨
資
源
の
保
存
と
開
発
の
優
先
順
位
や
国
際
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
明
確
な
判
断
を
示
し
て
お
ら
ず
、

八
条
の
位
置
付
け
に
関
す
る
明
晰
な
法
的
判
断
を
回
避
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
判
決
全
体
を
俯
瞰
的
に
分
析
す
る
と
、
裁
判
所
は
、
実
際
上
、
八
条
を
例
外
規
定
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
よ

う
に
思
え
る）2
（

。
そ
の
根
拠
の
一
つ
は
、
上
記
の
よ
う
に
解
釈
方
法
の
と
こ
ろ
で
は
八
条
の
縮
小
解
釈
論
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
Ｊ
Ａ

Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の
調
査
方
法
の
検
討
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
制
を
盛
り
込
ん
だ
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
に
基
づ
い
て
八
条
一
項
を
厳
格
に

解
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
改
め
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
証
明
責
任
（burden�of�proof

）
の
帰
属
で
あ
る
。
一
般
的
に
「
立
証
責
任
」
に
は
、
客
観
的
立
証
責
任

と
主
観
的
立
証
責
任
の
二
種
類
が
あ
る）3
（

。
前
者
は
、
当
事
者
の
口
頭
弁
論
が
終
了
し
て
も
法
律
効
果
の
発
生
に
必
要
な
要
件
事
実
の

存
否
が
確
定
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
ノ
ン
・
リ
ケ
ッ
ト
を
回
避
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
敗
訴
の
不
利
益
を
受
け
る
当
事
者
（
＝

証
明
責
任
負
担
者
）
を
決
め
て
お
く
た
め
の
規
則
（tie-breaking�rule

）
で
、
証
明
責
任
又
は
説
得
責
任
（burden�of�persuasion

）
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と
も
呼
称
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
法
諺
で
あ
る
「
証
明
は
原
告
に
帰
す
」（actori incum

bit probatio

）
に
お
け
る
「
証
明
」
と
は
、

か
か
る
客
観
的
立
証
責
任
を
意
味
す
る
。
後
者
の
主
観
的
立
証
責
任
と
は
、
当
事
者
が
敗
訴
の
リ
ス
ク
を
免
れ
る
た
め
に
自
ら
証
拠

を
提
出
し
て
自
己
の
主
張
事
実
を
証
明
す
る
責
任
を
指
し
て
お
り
、
証
拠
提
出
責
任
（burden�of�producing�evidence

）
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
。

　

裁
判
所
は
、
科
学
的
研
究
「
の
た
め
に
」
の
要
件
審
査
に
お
い
て
、
非
常
に
重
い
証
明
負
担
を
日
本
に
課
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

裁
判
所
が
致
死
的
調
査
方
法
の
使
用
決
定
に
関
す
る
客
観
的
根
拠
の
説
明
を
日
本
に
求
め
て
き
た
こ
と
は
、
上
記
の
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
裁
判
所
は
、
い
か
な
る
根
拠
又
は
方
法
に
よ
っ
て
、
か
よ
う
に
過
大
な
証
明
負
担
を
日
本
に
強
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

日
本
に
対
し
て
重
い
証
明
負
担
を
課
す
方
法
と
し
て
は
、
上
記
の
よ
う
に
八
条
を
例
外
規
定
と
し
て
位
置
付
け
る
以
外
に
、
次
の

二
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（precautionary�approach

）
を
採
用
す
る
こ
と
で

あ
る
。
実
際
に
、
豪
州
は
、
証
明
責
任
を
日
本
に
転
換
す
る
た
め
に
、
当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
を
適
用
す
る
よ
う
裁
判
所
に
求
め
て
い
る
。

同
国
の
申
述
書
に
よ
る
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
採
択
後
に
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
数
多
く
の
条
約
（
生
物
多
様
性
条
約
、
気
候
変
動
枠
組
条
約
、

国
連
公
海
漁
業
協
定
、
衛
生
植
物
検
疫
措
置
適
用
協
定
）
と
国
際
判
例
（
ミ
ナ
ミ
マ
グ
ロ
事
件
、
ウ
ル
グ
ア
イ
川
パ
ル
プ
工
場
事
件
、
深
海

底
活
動
事
業
者
保
証
国
責
務
事
件
）
に
お
い
て
直
接
又
は
間
接
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
「
国
際
環
境
法
の
発
展
」
が
八
条
の

解
釈
時
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う）4
（

。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
も
、「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
の
一
つ
で
あ
る
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
従
っ
て
、
致
死
的
調
査
方
法
の
使
用

が
研
究
目
的
の
達
成
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
が
日
本
側
に
帰
属
す
る
と
述
べ
て
い
る）5
（

。
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス

特
任
判
事
も
、
こ
れ
に
近
い
立
場
を
採
っ
て
お
り
、「
環
境
条
約
は
可
能
な
限
り
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ

き
」
で
あ
り
、「
八
条
に
関
す
る
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
科
学
的
研
究
の
た
め
に
致
死
的
調
査
方
法
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
義
務
が
含
意
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た）6
（

。
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し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
ま
で
に
予
防
原
則
又
は
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
明
示
的
に
採
用
し
た
こ
と
が
な
く
、
ウ
ル
グ

ア
イ
川
パ
ル
プ
工
場
事
件
に
お
い
て
も
、「
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
九
七
五
年
規
程
の
条
文
の
解
釈
適
用
に
関
連
す
る
可
能
性
は

あ
る
も
の
の
、
そ
の
結
果
と
し
て
証
明
責
任
が
転
換
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
旨
を
明
言
し
て
い
る）（
（

。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は
予
防

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
仮
に
裁
判
所
が
本
件
に
お
い
て
当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、

証
明
責
任
自
体
が
日
本
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
に
対
し
て
重
い
証
明
負
担
を
課
す
も
う
一
つ
の
方
法
は
、「
一
応
の
証
明
」
と
い
う
推
定
（presum

ption

）
の
技
術
を
採
用

す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
推
定
に
は
、
法
律
の
定
め
に
従
っ
て
主
要
事
実
を
推
認
し
、
そ
れ
が
確
定
さ
れ
る
と
証
明
責
任
自
体
が

被
告
に
転
換
さ
れ
る
「
法
律
上
の
推
定
」
と
、
裁
判
官
が
直
接
証
拠
で
は
な
く
「
状
況
証
拠
と
間
接
証
拠
」
か
ら
経
験
則
に
照
ら
し

て
主
要
事
実
を
推
認
す
る
「
事
実
上
の
推
定
」（
又
は
裁
判
上
の
推
定
）
の
二
種
類
が
あ
る
。
一
応
の
証
明
と
は
一
応
の
証
拠

（prim
a facie evidence

）
か
ら
主
要
事
実
を
推
認
す
る
「
事
実
上
の
推
定
」
の
一
種
で
あ
り
、
米
国
シ
ャ
ツ
・
ブ
ラ
ウ
ス
事
件
（
一

九
九
七
年
）
以
降
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
パ
ネ
ル
と
上
級
委
員
会
に
よ
っ
て
広
汎
に
使
用
さ
れ
て
い
る）8
（

。

　

ち
な
み
に
、
法
律
上
の
推
定
に
お
い
て
は
、
推
認
さ
れ
た
主
要
事
実
の
不
存
在
又
は
反
対
事
実
の
証
明
（
い
わ
ゆ
る
本
証
）
が
証

明
責
任
を
転
換
さ
れ
た
被
告
側
に
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
事
実
上
の
推
定
に
お
い
て
は
、
た
と
え
主
要
事
実
が
「
十
分
な
証
拠

と
主
張
」（
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
牛
肉
事
件
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
上
級
委
員
会
）
に
よ
っ
て
推
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
被
告
側
に
移
転
す
る
の
は
証
拠
提

出
責
任
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
場
合
、
被
告
の
証
明
は
、
原
告
が
間
接
証
拠
等
に
よ
っ
て
証
明
し
た
事
実
（
間
接
事
実
）
に
つ
い
て
判

事
に
「
合
理
的
な
疑
問
」
を
生
起
さ
せ
る
程
度
の
「
反
証
」
で
足
り
る）9
（

。

　

裁
判
所
は
、
コ
ル
フ
海
峡
事
件
や
テ
ヘ
ラ
ン
米
国
大
使
館
占
拠
事
件
の
よ
う
に
原
告
に
よ
る
証
拠
収
集
が
困
難
な
事
案
に
お
い
て

は
、
証
明
責
任
の
転
換
で
は
な
く
、「
事
実
上
の
推
定
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
告
の
証
明
負
担
を
軽
減
し
て
き
た）（（
（

。
裁
判

所
が
本
件
に
お
い
て
事
実
上
の
推
定
を
採
用
し
た
と
仮
定
し
て
も
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
条
文
上
の
根
拠
を
欠
く
た
め
に
「
法
律
上
の
推
定
」
は
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不
可
能
）、
豪
州
が
一
応
の
証
明
に
成
功
し
た
後
に
日
本
へ
移
転
さ
れ
る
の
は
証
拠
提
出
責
任
に
過
ぎ
な
い
。

　

日
本
に
移
転
し
た
も
の
が
証
拠
提
出
責
任
で
あ
る
可
能
性
は
、
裁
判
所
が
致
死
的
方
法
の
使
用
根
拠
の
客
観
的
説
明
を
日
本
に
求

め
る
理
由
と
し
て
、
そ
の
使
用
を
決
断
し
た
の
が
日
本
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
日
本
に
要
求
さ
れ
る
証
明
度
は
、
豪
州
に
よ
る
一
応
の
証
明
を
動
揺
さ
せ
る
程
度
の
「
反
証
」
で
足
り
る
は

ず
で
あ
る
。
も
し
日
本
に
対
し
て
「
本
証
」
が
要
求
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
「
事
実
上
の
推
定
」
の
名
の
下
に
「
隠
れ
た
証
明

責
任
の
転
換
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る）（（
（

。

　

⑵　

Ｉ
Ｗ
Ｃ
決
議
の
法
的
価
値

　

致
死
的
調
査
方
法
が
「
科
学
的
研
究
」
の
要
件
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
と
、
致
死
的
調
査
方
法
を
中
心
と
し
た
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の

策
定
及
び
実
施
が
そ
の
研
究
目
的
に
相
関
し
て
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
非
致
死
的
調
査
方
法

の
使
用
を
推
奨
し
た
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
の
法
的
価
値
が
争
点
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
裁
判
所
の
引
用
し
た
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と

指
針
と
は
、「
科
学
的
研
究
の
た
め
の
特
別
許
可
」
に
関
す
る
決
議
一
九
八
六
︲
二
、「
特
別
許
可
案
と
現
行
及
び
終
了
し
た
許
可
の

調
査
結
果
の
レ
ビ
ュ
ー
過
程
」
に
関
す
る
指
針
（
附
属
書
Ｐ
）
並
び
に
「
特
別
許
可
に
基
づ
く
捕
鯨
」
に
関
す
る
決
議
一
九
九
五
︲

九
の
三
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
文
書
の
中
で
上
記
二
つ
は
所
謂
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
決
議
は
投
票
に
付

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
日
本
は
反
対
票
を
投
じ
て
い
る
。

　

最
初
の
決
議
一
九
八
六
︲
二
は
、「
研
究
目
的
が
非
致
死
的
調
査
技
術
を
通
じ
て
実
際
的
且
つ
科
学
的
に
達
成
不
可
能
か
ど
う
か
」

を
考
慮
す
る
よ
う
、
締
約
国
と
科
学
委
員
会
に
勧
告
し
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。
次
に
、
指
針
（
附
属
書
Ｐ
）
は
、
科
学
委
員
会
が
締
約
国

か
ら
提
出
さ
れ
た
特
別
許
可
案
と
そ
の
成
果
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
際
に
、「
非
致
死
的
調
査
方
法
又
は
過
去
の
デ
ー
タ
分
析
で
は
不
十

分
と
判
断
さ
れ
た
理
由
」
を
分
析
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る）（（
（

。
最
後
の
決
議
一
九
九
五
︲
九
は
、
研
究
目
的
が
現
存
デ
ー
タ
の
分
析
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及
び
（
又
は
）
非
致
死
的
調
査
技
術
を
使
用
す
る
方
法
で
は
達
成
不
可
能
な
極
め
て
重
要
な
問
題
に
取
り
組
む
「
例
外
的
情
況
」

（exceptional�circum
stances

）
に
お
い
て
の
み
、
捕
殺
が
許
容
さ
れ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

豪
州
は
、
日
本
が
致
死
的
方
法
の
「
停
止
」
を
求
め
る
上
記
の
Ｉ
Ｗ
Ｃ
決
議
に
対
し
て
「
適
切
な
考
慮
」
を
払
わ
な
か
っ
た
点
で
、

八
条
の
「
誠
実
な
」（in�good�faith

）
解
釈
適
用
の
義
務
に
違
背
す
る
と
し
た）（（
（

。
ま
た
、
同
国
は
、
こ
れ
ら
の
決
議
と
指
針
を
、

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
三
一
条
三
項
の
（
ａ
）「
条
約
の
解
釈
又
は
適
用
に
つ
き
当
事
国
の
間
で
後
に
さ
れ
た
合
意
」
及
び
（
ｂ
）

「
条
約
の
適
用
に
つ
き
後
に
生
じ
た
慣
行
で
あ
っ
て
、
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
の
当
事
国
の
合
意
を
確
立
す
る
も
の
」
と
位
置
付
け
、

八
条
を
解
釈
す
る
際
に
「
条
約
採
択
後
の
発
展
」
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た）（（
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
、
豪
州
の
主
張
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
適
用
の
た
め
に
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
採
択
し
た
「
二
次
的
文
書
（secondary�

instrum
ents

）」（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
自
体
を
「
一
次
的
規
則
」
と
呼
称
）
に
頼
り
過
ぎ
て
い
る
と
反
駁
し
て
い
る
。
か
か
る
二
次
的
文
書
に
は
、

Ｉ
Ｗ
Ｃ
が
附
表
の
修
正
権
限
（
五
条
）
に
基
づ
い
て
採
択
し
た
拘
束
力
の
あ
る
文
書
と
、
拘
束
力
を
伴
わ
な
い
勧
告
権
限
（
六
条
）

に
基
づ
い
て
採
択
し
た
文
書
と
が
あ
る
。
上
記
の
決
議
と
指
針
は
、
後
者
に
該
当
す
る
「
単
な
る
勧
告
的
文
書
（hortatory�

texts

）」
又
は
「
単
な
る
勧
奨
（invitations

）」
に
過
ぎ
な
い）（（
（

。

　

も
っ
と
も
、
日
本
は
、
答
弁
書
の
中
で
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
が
条
約
規
定
の
よ
う
に
「
明
白
な
拘
束
的
義
務
」
を
伴
わ
な
い

も
の
の
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
加
盟
国
と
し
て
「
勧
告
を
誠
実
に
考
慮
す
る
義
務
（
要
請
が
あ
れ
ば
自
国
行
動
の
説
明
義
務
を
含
む
）」
を
内
包
し
た

「
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
（soft�law

）
文
書
」
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る）（（
（

。
そ
の
際
に
、
日
本
は
、
国
連
総
会
の
勧
告
に
対
し
て
「
誠
実
に

適
切
な
考
慮
を
払
う
義
務
を
負
う
」
と
し
た
「
南
西
ア
フ
リ
カ
に
係
わ
る
報
告
と
請
願
に
関
す
る
問
題
の
表
決
手
続
事
件
」
の
勧
告

的
意
見
（
一
九
五
五
年
）
に
お
け
る
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
判
事
の
個
別
意
見
と
、
加
盟
国
と
国
際
機
関
と
の
相
互
協
力
及
び
信
義
誠
実

の
義
務
を
認
定
し
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
・
エ
ジ
プ
ト
協
定
解
釈
事
件
の
勧
告
的
意
見
（
一
九
八
〇
年
）
を
援
用
し
て
い
る
。

　

裁
判
所
は
、
八
条
自
体
が
致
死
的
調
査
方
法
の
使
用
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
豪
州
が
勧
告
的
決
議
と
指
針
の
「
法
的
価
値
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を
誇
張
し
過
ぎ
て
い
る
」
と
批
判
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
裁
判
所
は
、
必
ず
し
も
全
て
の
締
約
国
の
支
持
（
特
に
日
本
の
同
意
）
を

得
ら
れ
ず
に
多
数
決
で
採
択
さ
れ
た
決
議
と
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
た
決
議
・
指
針
と
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

法
的
価
値
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
前
者
の
決
議
に
関
し
て
は
、
一
部
締
約
国
の
支
持
を
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
八

条
の
解
釈
に
お
け
る
「
そ
の
後
の
合
意
」
や
「
そ
の
後
の
慣
行
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
で
、
後
者
の
決
議
と
指

針
に
関
し
て
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
た
も
の
の
、「
致
死
的
方
法
を
他
の
方
法
の
利
用
不
可
能
な
場
合
に
の
み
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
要
件
ま
で
確
立
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
」
と
し
た
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
後
者
の
決
議
と
指
針
に
関
し
て
、

次
の
よ
う
に
特
別
な
重
要
性
を
認
め
て
い
る
。

「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
締
約
国
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
及
び
科
学
委
員
会
と
協
力
す
る
義
務
（a�duty�to�co-operate

）
を
負
う
こ
と
か
ら
、
非
致
死
的
調
査

方
法
の
選
択
肢
の
実
行
可
能
性
を
検
討
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
勧
告
に
対
し
て
適
切
な
考
慮
（due�regard

）
を
払
う
べ
き
で
あ
る）

（（
（

。」

　

こ
の
引
用
部
分
は
、
ほ
ぼ
豪
州
の
主
張
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
際
法
上
の
重
大
な
問
題
を
孕
む
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

裁
判
所
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
上
記
決
議
と
指
針
を
科
学
的
研
究
「
の
た
め
に
」
の
解
釈
基
準
と
位
置
付
け
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国
際

機
関
に
対
す
る
加
盟
国
の
協
力
義
務
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
、
そ
れ
ら
の
文
書
を
本
件
に
直
接
「
適
用
」
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
ま
で
の
国
際
法
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
国
際
機
関
の
決
議
は
、
当
該
機
関
の
設
立
条
約
（
国
連

憲
章
二
五
条
、
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
二
四
九
条
な
ど
）
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
加
盟
国
に
対
し
て
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
こ

と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
判
決
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
及
び
科
学
委
員
会
に
対
す
る
協
力
義
務
を
通
じ
て
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
た

決
議
と
指
針
に
「
適
切
な
考
慮
を
払
う
」
法
的
義
務
を
締
約
国
に
課
し
、
そ
の
不
履
行
に
対
し
て
明
確
な
違
法
性
を
認
定
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
法
理
は
、
国
際
機
関
の
決
議
の
法
的
価
値
に
関
す
る
国
際
法
の
通
説
に
違
背
す
る
だ
け
で
な
く
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
勧
告
権
限
を
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明
記
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
規
定
（
六
条
）
に
も
抵
触
す
る
。

　

か
く
し
て
、
ベ
ヌ
ー
ナ
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
多
数
意
見
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

「
裁
判
所
は
、
日
本
に
よ
る
非
致
死
的
調
査
方
法
の
検
討
の
不
適
切
さ
と
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
が
そ
の
性
質
上
締
約
国
に
対
し
て
拘
束

力
を
持
た
な
い
と
い
う
事
実
に
も
拘
わ
ら
ず
、
日
本
が
そ
れ
ら
に
適
切
な
考
慮
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か

る
義
務
［
非
致
死
的
調
査
方
法
の
優
先
義
務
、
筆
者
註
］
の
欠
缺
を
補
充
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
私
達
は
、
検
討
の
不
適
切
さ
又
は
決
議
の

対
象
国
に
対
し
て
い
か
な
る
規
範
力
も
有
し
な
い
国
際
機
関
の
決
議
を
考
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
法
的
義
務
を
引
き

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
当
然
に
自
問
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

（（
（

。」

　

Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
の
法
的
価
値
の
問
題
は
、
裁
判
所
が
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の
研
究
目
的
と
調
査
方
法
と
の
合
理
的
相
関
性
を
評

価
す
る
た
め
に
「
致
死
的
調
査
方
法
の
使
用
決
定
」
の
要
素
（
第
一
の
関
連
要
素
）
を
分
析
す
る
際
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
日
本
が
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
に
お
け
る
捕
獲
目
標
数
を
減
ら
す
た
め
に
致
死
的
調
査
方
法
の
実
行
可
能
性
を
一
定

程
度
検
討
し
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
が
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
に
対
す
る
日
本
の
「
適
切
な
考

慮
」
義
務
の
不
履
行
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
は
、
非
致
死
的
調
査
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
目
的
が
達
成
で
き
る
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
よ
う
締

約
国
に
求
め
て
い
る
。
日
本
は
、
か
よ
う
な
勧
告
に
対
し
て
適
切
な
考
慮
を
払
う
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る）

（（
（

。」

　

こ
の
引
用
部
分
で
は
、
日
本
自
身
が
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
に
対
す
る
適
切
な
考
慮
義
務
を
認
め
た
こ
と
が
根
拠
に
挙
げ
ら
れ
て
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い
る
。
こ
れ
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
を
「
誠
実
に
考
慮
す
る
義
務
」
を
内
包
し
た
「
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
文
書
」
と
位
置
付
け
た
答

弁
書
の
上
記
引
用
部
分
を
指
す
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
確
か
に
、
日
本
は
、
答
弁
書
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
の
こ
う
し

た
法
的
性
質
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、
同
時
に
そ
れ
ら
が
法
的
拘
束
力
を
伴
わ
な
い
こ
と
も
明
記
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
後
段
部
分
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
完
全
に
無
視
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
奥
脇
教
授
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「
裁

判
所
の
揚
げ
足
取
り）（（
（

」
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
も
そ
も
日
本
が
敢
え
て
「
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
」
と
い
う
曖
昧
な
概
念
を
本
裁
判
に

お
い
て
自
ら
持
ち
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

　
　

　

⑶　

法
と
科
学

　

本
件
に
含
ま
れ
た
法
一
般
に
係
わ
る
重
要
な
論
点
は
、「
法
と
科
学
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ェ
ー
ズ

が
包
含
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
司
法
機
関
が
事
件
に
内
包
さ
れ
た
科
学
的
問
題
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え
ば
良
い
の

か
と
い
う
一
般
的
な
問
題
と
、
裁
判
所
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
解
釈
適
用
に
お
い
て
科
学
的
進
歩
（
非
致
死
的
調
査
方
法
の
発
達
）
を
考
慮
に

入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
又
は
方
法
に
拠
る
べ
き
か
と
い
う
具
体
的
な
問
題
が
提

起
さ
れ
た
。

　

①　

科
学
裁
判
に
お
け
る
司
法
の
役
割

　

近
年
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
高
度
の
科
学
的
・
技
術
的
知
見
に
基
づ
い
た
判
断
を
要
す
る
、
い
わ
ゆ
る
科
学
裁
判
（
医
療
、
薬

害
、
知
的
財
産
、
公
害
等
に
関
す
る
裁
判
）
が
増
加
し
つ
つ
あ
る）（（
（

。
そ
れ
に
照
応
し
て
、
こ
う
し
た
現
代
的
裁
判
に
お
け
る
司
法
の
役

割
を
明
晰
化
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
科
学
裁
判
へ
の
司
法
の
関
与
の
仕
方
と
し
て
は
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
三
つ
の
立
場
が
あ
る
。

　

第
一
の
立
場
は
、
裁
判
所
自
身
が
科
学
的
問
題
に
積
極
的
に
係
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
か
か
る
司
法
積
極
主
義
は
、
例
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え
ば
、
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
と
譲
許
義
務
停
止
継
続
事
件
に
関
す
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
両
パ
ネ
ル
報
告
書
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
い
ず

れ
の
事
件
も
、
Ｅ
Ｃ
と
米
国
・
カ
ナ
ダ
間
の
「
ホ
ル
モ
ン
戦
争
」
に
関
連
し
た
事
件
で
あ
る
）。
前
者
の
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
で
は
、
エ
ス

ト
ラ
ジ
オ
ー
ル
を
含
む
六
種
類
の
成
長
促
進
ホ
ル
モ
ン
を
使
用
し
た
牛
の
肉
の
輸
入
を
禁
止
し
た
Ｅ
Ｃ
理
事
会
指
令
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
衛

生
植
物
検
疫
措
置
適
用
協
定
（
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
）
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
が
争
点
に
な
っ
た
。

　

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
上
級
委
員
会
は
、
Ｅ
Ｃ
の
禁
輸
措
置
が
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
認
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
紛
争
解
決
機

関
（
Ｄ
Ｓ
Ｂ
）
が
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
関
係
規
定
（
三
条
三
項
と
五
条
一
項
）
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
、
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
勧
告
し
た
。
そ
の
後
、

米
国
と
カ
ナ
ダ
が
Ｄ
Ｓ
Ｂ
に
申
請
し
た
譲
許
義
務
停
止
の
程
度
に
関
し
て
Ｅ
Ｃ
が
異
議
を
唱
え
た
こ
と
か
ら
、
紛
争
解
決
手
続
了
解

（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
）
二
二
条
六
項
に
基
づ
く
仲
裁
が
行
わ
れ
、
最
終
的
に
両
国
の
申
請
額
に
近
い
譲
許
義
務
停
止
措
置
（
米
国
に
つ
い
て
は
一

億
一
六
八
〇
万
ド
ル
、
カ
ナ
ダ
に
つ
い
て
は
一
一
三
〇
万
カ
ナ
ダ
・
ド
ル
）
が
認
め
ら
れ
た
。

　

Ｅ
Ｃ
は
、
当
該
事
件
に
敗
訴
し
た
の
ち
、
一
七
の
補
完
的
な
科
学
的
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
新
し
い
理
事
会
指

令
を
発
出
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル
を
使
用
し
た
牛
の
肉
に
関
し
て
は
恒
久
的
な
販
売
禁
止
を
、
他
の
五
種
類
の

成
長
促
進
ホ
ル
モ
ン
を
使
用
し
た
牛
の
肉
に
つ
い
て
は
、「
よ
り
完
全
な
科
学
的
情
報
を
得
る
ま
で
の
」
暫
定
的
な
販
売
禁
止
を
定

め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
は
、
新
た
な
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
い
た
規
制
措
置
に
よ
っ
て
Ｄ
Ｓ
Ｂ
の
勧
告
を
既
に
実
施
し
た
と
考
え

た
が
、
米
国
と
カ
ナ
ダ
は
当
該
勧
告
が
ま
だ
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
譲
許
義
務
停
止
措
置
を
継
続
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｅ
Ｃ
は
、

こ
う
し
た
両
国
の
決
定
が
譲
許
義
務
停
止
措
置
を
勧
告
実
施
ま
で
の
暫
定
措
置
と
位
置
付
け
た
Ｄ
Ｓ
Ｕ
二
二
条
一
項
に
違
反
す
る
旨

を
指
摘
し
、
新
た
な
パ
ネ
ル
の
設
置
を
Ｄ
Ｓ
Ｂ
に
要
請
し
た
。
こ
れ
が
、
譲
許
義
務
停
止
継
続
事
件
で
あ
る
。

　

両
事
件
で
は
、
Ｅ
Ｃ
の
禁
輸
措
置
が
リ
ス
ク
評
価
に
「
基
づ
い
て
」
い
る
か
ど
う
か
（
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
五
条
一
項
）
が
重
要
な
争
点

と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
の
パ
ネ
ル
は
、
Ｅ
Ｃ
が
禁
輸
措
置
の
科
学
的
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
文
書
の
内
の
い
く
つ
か
を

「
非
科
学
的
」
な
も
の
と
認
定
す
る
と
と
も
に
、
鑑
定
人
の
指
摘
し
た
百
万
分
の
ゼ
ロ
又
は
一
の
発
癌
可
能
性
を
「
統
計
上
の
誤
差
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の
範
囲
内
」
に
あ
り
、「
科
学
的
に
同
定
さ
れ
た
リ
ス
ク
」
に
は
該
当
し
な
い
と
認
定
し
た）（（
（

。
ま
た
、
譲
許
義
務
停
止
継
続
事
件
の

パ
ネ
ル
は
、
牛
の
体
内
の
残
留
エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル
の
遺
伝
毒
性
と
発
癌
性
に
関
連
し
て
、
Ｅ
Ｃ
の
実
施
し
た
調
査
が
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定

附
属
書
Ａ
四
項
第
二
文
に
定
め
る
リ
ス
ク
評
価
の
要
件
（
十
分
な
特
定
性
）
を
具
備
し
て
い
な
い
と
認
定
し
た）（（
（

。

　

次
に
、
第
二
の
立
場
は
、
科
学
裁
判
に
お
け
る
司
法
審
査
の
範
囲
を
一
定
程
度
に
限
定
又
は
抑
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
の
上
級
委
員
会
に
よ
る
と
、
パ
ネ
ル
の
役
割
は
、
加
盟
国
の
実
施
し
た
リ
ス
ク
評
価
を
「
完
全
に
尊
重
す
る
こ

と
」（total�deference

）
で
は
な
く
、
パ
ネ
ル
自
身
が
「
新
規
の
審
査
」（de novo�review

）
を
行
う
こ
と
で
も
な
い
。
パ
ネ
ル
が

新
規
の
審
査
を
行
う
の
に
「
あ
ま
り
適
し
て
お
ら
ず
」、
他
方
で
加
盟
国
の
実
施
し
た
リ
ス
ク
評
価
の
完
全
な
尊
重
は
「
付
託
さ
れ

た
問
題
の
客
観
的
な
評
価
」
を
行
う
パ
ネ
ル
の
任
務
（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
一
一
条
）
に
違
背
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る）（（
（

。

　

同
委
員
会
の
見
解
に
よ
る
と
、
パ
ネ
ル
の
役
割
は
、
問
題
の
措
置
が
加
盟
国
の
実
施
し
た
リ
ス
ク
評
価
に
よ
っ
て
合
理
的
に
担
保

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
問
題
の
措
置
と
リ
ス
ク
評
価
と
の
「
合
理
的
な
関
係
」
に
つ
い
て
「
客
観
的
な

事
実
認
定
」
を
行
う
こ
と
で
あ
る）（（
（

。
譲
許
義
務
停
止
継
続
事
件
の
上
級
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
上
級
委
員
会
の

見
解
を
確
認
し
た
上
で
、
パ
ネ
ル
の
積
極
的
姿
勢
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

「
リ
ス
ク
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
加
盟
国
の
仕
事
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
の
仕
事
は
、
加
盟
国
の
リ
ス
ク
評
価
を
審
査
す
る
こ
と
に
あ
る
。

パ
ネ
ル
が
こ
の
制
限
的
な
マ
ン
デ
ー
ト
を
越
え
て
、
自
ら
リ
ス
ク
評
価
者
（risk�assessor

）
と
し
て
行
動
す
る
場
合
、
自
己
の
科
学
的
判

断
を
も
っ
て
リ
ス
ク
評
価
者
の
そ
れ
に
替
え
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
な
新
規
の
審
査
を
行
う
こ
と
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
一
一
条
に
基
づ
く
パ
ネ
ル

の
任
務
を
越
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ネ
ル
の
審
査
権
限
は
加
盟
国
の
実
施
し
た
リ
ス
ク
評
価
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
む
し
ろ
リ
ス
ク
評
価
が
整
合
的
な
理
由
と
相
当
な
科
学
的
証
拠
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
客
観
的
に
正
当
化

で
き
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る）

（（
（

。」
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最
後
に
、
第
三
の
立
場
は
、
そ
も
そ
も
科
学
的
専
門
知
識
を
有
し
な
い
裁
判
官
が
科
学
的
問
題
に
決
着
を
付
け
る
こ
と
は
不
適
当

で
あ
り
、
そ
の
科
学
的
評
価
を
専
門
家
又
は
専
門
的
機
関
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
う
し
た
司
法
消
極
主
義

の
下
で
は
、
裁
判
所
は
、
専
門
家
又
は
専
門
的
機
関
の
判
断
に
明
白
な
過
誤
や
悪
意
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
い
わ
ゆ
る
ノ
ン
・
リ

ケ
ッ
ト
を
宣
告
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
本
件
に
お
け
る
日
本
政
府
の
立
場
は
、
こ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
答
弁
書
に
よ
る
と
、

裁
判
所
は
締
約
国
の
科
学
政
策
を
適
切
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
締
約
国
に
よ
る
特
別
許
可
発
給
の
決
定
自
体
を
審
査
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
裁
判
所
の
役
割
は
締
約
国
の
決
定
が
「
恣
意
的
」「
明
白
に
不
合
理
」
又
は
「
悪
意
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る）（（
（

。

　

本
判
決
に
反
対
意
見
を
付
し
た
小
和
田
判
事
の
立
場
も
、
基
本
的
に
こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
同
判
事
は
、
裁
判
所
が

「
専
門
的
視
点
か
ら
科
学
的
に
有
意
義
な
回
答
を
す
る
能
力
」
を
欠
く
に
も
拘
わ
ら
ず
、
客
観
的
合
理
性
の
審
査
と
い
う
名
の
下
に

Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の
科
学
的
評
価
を
自
身
で
行
っ
た
と
強
く
非
難
し
て
い
る
。
同
判
事
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
に
関
す

る
科
学
的
評
価
は
、
本
来
、
裁
判
所
で
は
な
く
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
と
科
学
委
員
会
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

私
見
と
し
て
は
、「
法
の
番
人
」
と
し
て
の
裁
判
所
の
役
割
の
透
徹
と
現
代
科
学
の
高
度
な
専
門
的
技
術
性
と
の
折
り
合
い
を
考

え
た
場
合
、
第
二
の
立
場
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
本
判
決
は
、
い
ず
れ
の
立
場
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判

所
は
、
科
学
的
研
究
「
の
た
め
に
」
の
文
言
を
解
釈
適
用
す
る
際
に
、
先
ず
、
自
己
の
役
割
が
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の
研
究
目
的
の
科
学

的
な
価
値
や
重
要
性
を
評
価
し
た
り
、
そ
の
策
定
及
び
実
施
が
研
究
目
的
を
達
成
す
る
最
善
の
方
法
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
た

り
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
を
明
確
に
し
て
い
る）（（
（

。
そ
の
上
で
、
裁
判
所
の
役
割
は
、
特
別
許
可
が
八
条
一
項
の
範
囲
内
に
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
上
記
の
七
要
素
に
照
ら
し
て
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の
研
究
目
的
達
成
と
そ
の
策
定
及
び
実

施
と
の
合
理
的
相
関
性
を
審
査
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
庸
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
と
譲
許
義
務
停
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止
継
続
事
件
に
お
け
る
上
級
委
員
会
の
そ
れ
と
極
め
て
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
裁
判
所
は
、
か
か
る
合
理
的
相
関
性
の
基
準
の
典
拠
根
拠
を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
い
か
に
も
唐
突
に
持
ち
出
し
て
き

た
感
が
あ
る
。
ユ
ス
フ
判
事
が
「
条
約
と
は
無
関
係
な
」
審
査
基
準
を
全
く
の
説
明
な
し
に
導
入
し
た
と
批
判
し
て
い
る
の
は
、
そ

の
意
味
で
は
正
鵠
を
得
て
い
る）（（
（

。
た
だ
、
上
記
の
よ
う
に
、
法
と
科
学
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
や
譲
許
義
務
停

止
継
続
事
件
な
ど
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
上
級
委
員
会
の
先
例
が
存
在
し
て
い
る）（（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
多
数
意
見
が
こ
れ
ら
の
先
例
で
採
用
さ
れ

た
基
準
を
参
考
と
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
し
、
実
際
に
小
和
田
判
事
は
「
客
観
的
合
理
性
」
と
い
う
審
査
基
準
の
起
源

が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
上
級
委
員
会
の
先
例
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る）（（
（

。

　

②　

科
学
の
進
歩
と
条
約
の
解
釈

　

本
件
に
お
け
る
「
法
と
科
学
」
の
第
二
フ
ェ
ー
ズ
は
、
法
（
特
に
、
統
一
的
立
法
機
関
の
存
在
し
な
い
国
際
法
）
が
本
来
的
に
静
態

的
性
質
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
科
学
は
本
質
的
に
動
態
的
、
発
展
的
性
質
を
内
在
し
て
い
る
た
め
、
裁
判
所
が
法
を
解
釈
す
る
際

に
両
者
の
ベ
ク
ト
ル
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
本
件
で
具
体
的
に
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
裁
判
所
が
研
究
目
的

と
調
査
方
法
の
合
理
的
相
関
性
を
判
断
す
る
際
に
条
約
採
択
後
の
科
学
的
進
歩
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
考
慮
に

入
れ
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
拠
る
べ
き
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　

本
判
決
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
目
的
と
手
段
と
の
合
理
的
相
関
性
の
審
査
に
お
い
て
、
科
学
的
進
歩
、
取
り
分
け
非

致
死
的
調
査
方
法
の
発
達
が
考
慮
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
と
科
学
委
員
会
が
機
能
麻
痺
に
陥
っ
た
情
況
に
お
い
て
、

裁
判
所
が
い
わ
ば
政
策
的
判
断
と
し
て
条
約
採
択
後
の
科
学
的
進
歩
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
司
法
手
続
に
お
け
る
法
の
安
定
と

変
化
の
調
整
過
程
と
し
て
一
定
程
度
ま
で
は
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
条
約
の
動
態
的
、
時
際
法
的
な
解
釈
方
法
は
、
裁

判
所
が
「
国
連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
二
七
六
に
も
拘
わ
ら
ず
ナ
ミ
ビ
ア
に
南
ア
フ
リ
カ
が
居
座
り
続
け
た
状
態
の
法
的
効
果
」
に
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関
す
る
勧
告
的
意
見
（
一
九
七
一
年
）
に
お
い
て
既
に
採
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
本
判
決
の
問
題
点
は
、
裁
判
所
が
条
約
採
択
後
の
科
学
的
進
歩
を
判
決
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
自
体
よ
り
も
、
そ
の

た
め
の
方
法
、
つ
ま
り
締
約
国
（
加
盟
国
）
の
協
力
義
務
を
媒
介
と
し
て
非
致
死
的
調
査
方
法
を
推
奨
し
た
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針

の
「
適
切
な
考
慮
」
義
務
を
締
約
国
に
課
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
際
上
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議

と
指
針
に
対
し
て
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
結
果
と
な
り
、
上
記
の
よ
う
に
国
際
機
関
の
決
議
の
法
的
価
値
に
関
す
る
国
際
法
の
通
説

と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
規
定
自
体
に
違
背
す
る
。
も
し
、
裁
判
所
が
条
約
採
択
後
の
科
学
的
進
歩
を
判
決
に
取
り
込
む
の
で
あ
れ
ば
、
国
際

機
関
の
決
議
の
法
的
価
値
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
関
係
規
定
を
踏
ま
え
た
方
法
に
拠
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　　

２　

新
し
い
南
極
海
鯨
類
調
査
計
画

　

日
本
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
三
一
日
の
判
決
後
、
そ
の
主
旨
を
一
定
程
度
ま
で
踏
ま
え
な
が
ら
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
に
代
わ
る
新
し
い

南
極
海
調
査
捕
鯨
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
特
別
許
可
案
を
科
学
委
員
会
の
レ
ビ
ュ
ー
に
付
託
し
た
。
他
方
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、

本
判
決
を
梃
子
と
し
て
、
そ
の
主
旨
を
一
般
化
し
且
つ
強
化
す
る
た
め
の
決
議
案
を
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
第
六
五
回
年
次
会
合
に
提
出
し
て
い

る
。

　

⑴　

判
決
の
主
旨

　

判
決
の
主
文
が
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の
差
し
止
め
を
含
め
て
豪
州
の
訴
え
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
認
め
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
本

件
は
一
般
的
に
日
本
の
完
敗
又
は
惨
敗
と
評
価
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
判
決
当
日
に
発
表
さ
れ
た
内
閣
官
房
長
官
談
話
も
、
判
決
に
は
「
深

く
失
望
」
し
て
い
る
が
、「
国
際
法
の
秩
序
と
法
の
支
配
を
重
視
す
る
国
家
と
し
て
判
決
に
従
う
」
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。

　

し
か
し
、
判
決
理
由
を
含
め
て
判
決
の
内
容
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
必
ず
し
も
日
本
の
完
敗
又
は
惨
敗
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
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る
。
判
決
は
、
鯨
族
の
持
続
可
能
な
開
発
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
趣
旨
及
び
目
的
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
科
学
的
研
究
の
た
め
に
致
死
的
調

査
方
法
の
必
要
不
可
欠
な
場
合
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
が
「
概
ね
科
学
的
研
究
」
で
あ
る
こ
と
を
首
肯
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の
策
定
及
び
実
施
の
面
に
お
い
て
、
科
学
的
研
究
「
の
た
め
に
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
要

素
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
に
過
ぎ
な
い）（（
（

。

　

も
っ
と
も
、
裁
判
所
が
「
科
学
的
研
究
の
た
め
に
」
の
要
件
を
二
分
し
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
を
「
科
学
的
研
究
」
と
位
置
付
け
た
上

で
、
そ
れ
が
科
学
的
研
究
「
の
た
め
に
」
の
要
件
を
充
た
さ
な
い）（（
（

、
し
た
が
っ
て
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
の
特
別
許
可
が
「
八
条
一
項
の
範

囲
内
に
な
い）（（
（

」
と
認
定
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
些
か
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

た
だ
、
裁
判
所
が
司
法
政
策
的
又
は
政
治
的
な
判
断
と
し
て
「
科
学
的
研
究
の
た
め
に
」
の
二
分
法
を
採
用
し
て
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ

を
「
概
ね
科
学
的
研
究
」
と
認
定
す
る
と
と
も
に
、
豪
州
の
請
求
し
た
第
一
の
救
済
措
置
を
棄
却
し
、
日
本
が
「
八
条
一
項
に
基
づ

く
将
来
の
特
別
許
可
発
給
の
可
能
性
を
検
討
す
る
際
に
、
本
件
の
判
決
理
由
と
主
文
を
考
慮
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
述
べ
た
こ

と
は
、
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
所
は
、
日
本
が
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
を
中
止
し
た
の
ち
、
科
学

的
研
究
「
の
た
め
に
」
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
改
善
し
た
上
で
、
新
し
い
南
極
海
調
査
捕
鯨
を
再
開
す
る
可
能
性
を
想
定
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
裁
判
に
よ
っ
て
日
本
の
調
査
捕
鯨
を
恒
久
的
に
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
た
豪
州

の
目
的
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る）（（
（

。

　

実
際
に
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
六
日
の
農
林
水
産
委
員
会
（
第
一
八
六
回
国
会
）
で
は
、
本
判
決
に
よ
っ
て
日
本
の
調
査
捕
鯨
自

体
が
否
定
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
と
理
解
し
、「
各
般
に
わ
た
る
調
査
捕
鯨
の
重
要
な
意
義
に
鑑
み
て
…
…
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
に
代
わ
る

次
期
調
査
捕
鯨
計
画
の
早
期
策
定
に
向
け
、
万
全
の
準
備
態
勢
を
整
え
る
こ
と
」
が
決
議
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
し
て
、
翌
々
日
に
は
、

農
林
水
産
大
臣
が
、
本
判
決
に
よ
っ
て
「
鯨
類
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
」
が
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
目
的
の
一
つ
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
理

由
に
よ
り
、「
今
後
と
も
…
…
鯨
類
資
源
管
理
に
不
可
欠
な
科
学
的
情
報
を
収
集
す
る
た
め
の
鯨
類
捕
獲
調
査
」
を
継
続
す
る
方
針
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を
明
ら
か
に
し
、
同
年
秋
頃
ま
で
に
「
判
決
に
示
さ
れ
た
基
準
を
反
映
さ
せ
た
新
た
な
調
査
計
画
を
国
際
捕
鯨
委
員
会
科
学
委
員
会

に
提
出
す
る
」
予
定
で
あ
る
こ
と
を
、「
今
後
の
我
が
国
の
捕
鯨
政
策
の
在
り
方
」
と
し
て
公
表
し
た）（（
（

。

　　

⑵　

新
南
極
海
鯨
類
科
学
調
査
計
画

　

二
〇
一
四
年
一
一
月
、
水
産
庁
と
外
務
省
か
ら
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
に
代
わ
る
新
し
い
南
極
海
調
査
捕
鯨
計
画
案
と
し
て
、「
新
南

極
海
鯨
類
科
学
調
査
計
画
」（N

ew
�Scientific�W

hale�Research�Program
�in�the�A

ntarctic�O
cean,�N

EW
REP-A

）
が
公
表
さ

れ
た）（（
（

。
こ
の
新
し
い
調
査
計
画
案
は
、
研
究
目
的
と
し
て
、
①
Ｒ
Ｍ
Ｐ
を
適
用
し
た
ク
ロ
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
の
捕
獲
目
標
数
算
出
の
た

め
の
生
物
学
的
及
び
生
態
学
的
情
報
の
精
度
向
上
と
、
②
生
態
系
モ
デ
ル
の
構
築
を
通
じ
た
南
極
海
生
態
系
の
構
造
及
び
動
態
の
研

究
の
二
つ
を
掲
げ
て
い
る
。

　

新
し
い
調
査
計
画
案
の
策
定
に
お
け
る
最
大
の
課
題
は
、
も
ち
ろ
ん
研
究
目
的
と
調
査
方
法
の
合
理
的
相
関
性
に
関
連
し
て
裁
判

所
か
ら
指
摘
さ
れ
た
複
数
の
問
題
点
を
ど
の
よ
う
に
改
善
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
新
し
い
調
査
計
画
案
を
見
る
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
改
善
策
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

①　

非
致
死
的
調
査
方
法
の
実
行
可
能
性
の
不
十
分
な
検
討

　

性
成
熟
年
齢
は
、
第
一
の
研
究
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
重
要
な
調
査
項
目
で
あ
り
、
鯨
類
資
源
量
の
変
化
に
深
く
関
係
し
て
い

る
。
か
か
る
情
報
を
得
る
た
め
に
は
耳
垢
の
収
集
と
生
殖
巣
の
採
取
が
不
可
欠
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
致
死
的
方
法
に
頼
る
ほ
か
は

な
い
。
た
だ
し
、
今
後
、
皮
膚
標
本
（
バ
イ
オ
プ
シ
ー
・
サ
ン
プ
ル
）
か
ら
抽
出
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
分
析
や
衛
星
標
識
（
繁
殖
海
域
の
特

定
）
な
ど
の
非
致
死
的
調
査
方
法
の
実
行
可
能
性
と
有
用
性
を
試
行
的
に
検
証
す
る
。

　

②　

捕
獲
目
標
数
の
算
出
根
拠
の
不
明
確
さ
と
決
定
過
程
の
不
透
明
さ

　

捕
獲
調
査
の
対
象
は
、
ク
ロ
ミ
ン
ク
ク
ジ
ラ
に
限
定
す
る
。
そ
の
捕
獲
目
標
数
は
、
統
計
学
的
な
年
齢
別
捕
獲
頭
数
解
析
手
法
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（Statically�Catch-A
ge�A

nalysis,�SCA
A

）
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
性
成
熟
年
齢
を
十
分
な
精
度
を
持
っ
て
推
定
す
る
た
め

に
最
低
限
必
要
な
三
三
三
頭
に
ま
で
縮
減
す
る
。

　

③　

捕
獲
目
標
数
と
そ
の
実
績
数
と
の
乖
離

　

反
捕
鯨
団
体
の
妨
害
活
動
や
悪
天
候
等
に
よ
っ
て
調
査
活
動
の
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
、
科
学
的
目
的
の
達
成
に
必
要
な

情
報
の
科
学
的
価
値
を
担
保
す
る
た
め
に
、
不
測
の
事
態
に
備
え
た
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
計
画
（
調
査
期
間
や
捕
獲
目
標
数
の
調
整
な
ど
）

を
作
成
す
る
。

　

④　

長
い
調
査
期
間

　

南
極
海
の
自
然
環
境
の
変
化
等
を
継
続
的
に
調
査
す
る
た
め
に
、
調
査
期
間
を
一
二
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
の
示
唆
し

た
「
中
間
目
標
」
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
六
年
間
の
具
体
的
な
達
成
成
果
を
踏
ま
え
た
中
間
評
価
を
実
施
し
、
捕
獲

目
標
数
の
妥
当
性
等
を
検
証
す
る
。

　

⑤　

不
十
分
な
科
学
的
成
果

　

Ｉ
Ｗ
Ｃ
外
部
の
査
読
付
学
術
誌
に
お
い
て
調
査
の
科
学
的
成
果
を
発
表
す
る
努
力
を
強
化
す
る
。
調
査
で
得
ら
れ
た
科
学
的
デ
ー

タ
を
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
デ
ー
タ
利
用
協
定
な
ど
に
従
っ
て
科
学
委
員
会
の
構
成
員
以
外
の
科
学
者
に
も
公
開
す
る
。

　

⑥　

他
の
関
連
調
査
計
画
と
の
連
携
の
欠
如

　

南
極
の
海
洋
生
態
系
に
直
接
の
関
心
を
有
す
る
他
の
機
関
、
例
え
ば
南
極
海
洋
生
物
資
源
保
存
委
員
会
（
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｌ
）、
水
産
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
国
際
水
産
資
源
研
究
所
、
国
立
極
地
研
究
所
等
と
の
連
携
を
強
化
す
る
。
ま
た
、
調
査
へ
の
外
国
人
科
学
者
の
参

加
を
歓
迎
す
る
。

　　

⑶　

Ｉ
Ｗ
Ｃ
科
学
委
員
会
の
レ
ビ
ュ
ー
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本
判
決
は
、
日
本
と
豪
州
間
で
且
つ
当
該
事
件
に
関
し
て
の
み
拘
束
力
を
有
す
る
（
裁
判
所
規
程
五
九
条
）。
そ
こ
で
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
中
旬
に
ス
ロ
ベ
ニ
ア
で
開
催
さ
れ
た
第
六
五
回
Ｉ
Ｗ
Ｃ
年
次
会
合
に
お
い
て
、
本
判
決
の
主
旨

を
一
般
化
し
且
つ
強
化
す
る
た
め
の
決
議
案
を
提
出
し
た）（（
（

。
か
か
る
提
案
は
、
捕
鯨
国
と
反
捕
鯨
国
と
の
議
論
の
応
酬
を
経
て
、

「
特
別
許
可
に
基
づ
く
捕
鯨
に
関
す
る
決
議
」
二
〇
一
四-

五
と
し
て
採
択
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
の
内
容
は
、
本
判
決
を
契
機
と
し
て

調
査
計
画
案
の
レ
ビ
ュ
ー
の
基
準
と
方
法
を
定
め
た
附
属
書
Ｐ
の
見
直
し
を
科
学
委
員
会
と
Ｉ
Ｗ
Ｃ
へ
要
請
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

見
直
し
が
完
了
す
る
ま
で
特
別
許
可
を
発
給
し
な
い
よ
う
、
締
約
国
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

同
決
議
が
レ
ビ
ュ
ー
制
度
の
見
直
し
を
科
学
委
員
会
に
指
示
し
た
項
目
は
、（
ａ
）
致
死
的
方
法
を
含
む
調
査
計
画
の
策
定
及
び

実
施
が
研
究
目
的
の
達
成
に
相
関
し
て
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
、（
ｂ
）
捕
獲
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
依
存
す
る
調
査
の
諸
要
素

が
鯨
類
の
保
存
と
管
理
の
改
善
に
寄
与
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
、（
ｃ
）
研
究
目
的
が
非
致
死
的
調
査
方
法
に
よ
っ
て
達
成

可
能
か
ど
う
か
、
又
は
非
致
死
的
方
法
に
よ
っ
て
達
成
可
能
な
合
理
的
に
同
等
の
目
的
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、（
ｄ
）
捕
獲
目
標

数
が
調
査
計
画
の
掲
げ
る
研
究
目
的
に
相
関
し
て
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
、
及
び
非
致
死
的
調
査
方
法
が
捕
獲
目
標
数
に
代
替
す

る
又
は
そ
れ
を
削
減
す
る
た
め
に
実
行
可
能
か
ど
う
か
、（
ｅ
）
捕
獲
目
標
数
を
設
定
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
方
法
論
、
捕
獲
目

標
数
と
そ
の
実
績
数
と
の
比
較
、
調
査
計
画
の
時
間
的
枠
組
み
、
科
学
的
成
果
、
関
係
す
る
他
の
調
査
捕
鯨
計
画
と
の
連
携
の
程
度

な
ど
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
五
項
目
の
中
で
、
少
な
く
と
も
（
ｂ
）
と
（
ｃ
）
後
段
は
判
決
内
容
を
凌
駕
し
て
お
り
、
結
果
的
に
致
死
的
調
査
の
範
囲

を
従
来
よ
り
も
狭
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う）（（
（

。
ち
な
み
に
、（
ｃ
）
後
段
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
裁
判
所
へ
の
「
意
見
書
」

の
中
で
特
別
許
可
発
給
国
の
義
務
に
関
連
し
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
国
は
、
締
約
国
の
裁
量
権
が
「
科
学
的
研
究
」
の
目
的

と
両
立
し
、
且
つ
合
理
的
及
び
予
防
的
に
行
使
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、「
鯨
の
捕
殺
は
、
科
学
的
研
究
の
た
め
に
必

要
で
且
つ
非
致
死
的
方
法
で
は
当
該
研
究
と
同
等
の
目
的
（equivalent�objectives
）
を
達
成
で
き
な
い
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
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る
」
旨
を
主
張
し
て
い
た）（（
（

。

　

無
論
、
こ
う
し
た
決
議
案
は
、
日
本
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
な
ど
捕
鯨
国
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
多
数
決
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ

た
。
し
か
も
、
賛
成
し
た
の
は
三
五
ヶ
国
に
と
ど
ま
り
、
反
対
と
棄
権
が
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
ヶ
国
と
五
ヶ
国
に
達
し
て
い
る
。
日
本
は
、

そ
の
反
対
理
由
と
し
て
、
本
判
決
が
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
に
の
み
関
係
し
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
法
的
枠
組
み
ま
で
変
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

決
議
案
が
八
条
又
は
附
表
三
〇
項
の
改
正
を
必
要
と
す
る
変
更
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
、
八
条
と
附
表
三
〇
項
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ

る
こ
と
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
支
持
）
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
決
議
案
採
択
か
ら
約
一
ケ
月
半
後
の
一
一
月
八
日
、
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｒ
Ｅ
Ｐ-

Ａ
の
特
別
許
可
案
が
科
学
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
同

委
員
会
の
選
出
し
た
専
門
家
パ
ネ
ル
の
レ
ビ
ュ
ー
に
付
さ
れ
た
。
今
回
の
レ
ビ
ュ
ー
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
附
属
書
Ｐ
の

基
準
だ
け
で
な
く
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
上
記
決
議
に
盛
り
込
ま
れ
た
五
項
目
を
も
考
慮
に
入
れ
て
実
施
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
翌

年
四
月
一
三
日
に
公
表
さ
れ
た
同
パ
ネ
ル
の
報
告
書
は
、
日
本
に
と
っ
て
非
常
に
厳
し
い
内
容
の
も
の
と
な
っ
た）（（
（

。
つ
ま
り
、「
調

査
計
画
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
情
報
だ
け
で
は
致
死
的
調
査
方
法
が
二
つ
の
主
要
な
研
究
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
立

証
で
き
て
い
な
い
」
と
評
価
さ
れ
、
二
年
か
ら
三
年
か
け
て
追
加
的
作
業
を
実
施
す
る
こ
と
を
日
本
に
勧
告
し
た
の
で
あ
る
。
か
か

る
追
加
的
作
業
を
勧
告
さ
れ
た
項
目
は
、
致
死
的
調
査
方
法
の
必
要
性
と
捕
獲
目
標
数
の
妥
当
性
を
中
心
と
し
た
総
計
二
九
項
目
に

も
及
ぶ
。

　

右
報
告
書
の
公
表
当
日
に
、
日
本
は
、
専
門
家
パ
ネ
ル
の
勧
告
の
検
討
結
果
を
「
専
門
家
パ
ネ
ル
の
報
告
書
に
対
す
る
日
本
の
予

備
的
対
応
（
回
答
）」
と
し
て
纏
め
、
科
学
委
員
会
に
提
出
し
て
い
る）（（
（

。
そ
の
内
容
は
、
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ａ
の
解
析
方
法
に
関
連
し
た
五
つ

の
勧
告
に
つ
い
て
の
み
、
追
加
の
分
析
と
情
報
を
科
学
委
員
会
に
提
出
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
日
本
の
回
答
書
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
で
結
ん
で
い
る
。
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「
パ
ネ
ル
は
、
現
行
の
継
続
的
調
査
に
お
け
る
二
年
か
ら
三
年
の
短
期
的
ギ
ャ
ッ
プ
が
変
化
の
観
察
に
重
大
な
結
果
を
齎
さ
な
い
と
考
え
て

い
る
よ
う
だ
が
、
…
…
現
在
利
用
可
能
な
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
た
年
齢
デ
ー
タ
に
関
す
る
非
致
死
的
調
査
方
法
の
実
行
可
能
性
の
検
討
は

既
に
完
了
し
て
お
り
、
現
時
点
で
の
致
死
的
捕
獲
の
必
要
性
を
証
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
提
案
者
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｒ
Ｅ
Ｐ
︲
Ａ
の
致
死

的
調
査
の
開
始
に
数
年
も
待
つ
必
要
は
な
い
と
考
え
る）

（（
（

。」

　

そ
の
後
、
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｒ
Ｅ
Ｐ-

Ａ
の
特
別
許
可
案
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
二
二
日
か
ら
翌
月
三
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
科
学
委
員

会
の
年
次
会
合
に
提
出
さ
れ
た
。
同
会
合
で
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
決
議
二
〇
一
四
︲
五
に
基
づ
い
た
附
属
書
Ｐ
の
改
訂
案
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス

で
採
択
さ
れ
、
そ
の
改
訂
が
Ｉ
Ｗ
Ｃ
に
勧
告
さ
れ
る
と
同
時
に
、
当
該
決
議
に
示
さ
れ
た
上
記
五
項
目
に
沿
っ
て
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｒ
Ｅ
Ｐ-

Ａ
の
特
別
許
可
案
が
レ
ビ
ュ
ー
に
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
レ
ビ
ュ
ー
作
業
に
お
い
て
新
調
査
計
画
に
反
対
す
る
グ
ル
ー
プ

と
そ
れ
を
支
持
す
る
グ
ル
ー
プ
と
が
対
立
し
た
た
め
、
科
学
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
五
項
目
と
の
適
合
性
問
題
に
関
し
て
「
コ
ン
セ
ン

サ
ス
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る）（（
（

。
そ
の
一
方
で
、
同
委
員
会
は
、「
パ
ネ
ル
の
勧
告
し
た
…
…
分
析
が

完
了
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
分
析
の
進
捗
状
況
が
来
年
に
再
度
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
合
意
し

て
い
る）（（
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
日
本
政
府
が
こ
う
し
た
Ｉ
Ｗ
Ｃ
か
ら
の
追
加
作
業
の
要
望
を
受
け
入
れ
て
、
当
初
想
定
し
て
い
た
シ
ナ

リ
オ
、
つ
ま
り
二
〇
一
五
年
六
月
以
降
に
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｒ
Ｅ
Ｐ-

Ａ
案
を
最
終
確
定
し
、
同
年
秋
に
特

別
許
可
の
発
給
、
そ
し
て
同
年
冬
に
は
新
調
査
計
画
を
実
施
す
る
と
い
う
従
前
の
筋
書
き
を
修
正
す
る
か
ど
う
か
が
焦
点
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

（
1
）　

小
和
田
判
事
は
、
判
事
の
間
で
見
解
が
分
か
れ
た
主
要
な
要
因
と
し
て
、
捕
鯨
を
巡
る
条
約
締
結
後
の
「
情
況
の
発
展
」
に
関
す
る
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認
識
の
相
違
を
挙
げ
て
い
る
。D

issenting�O
pinion�of�Judge�O

w
ada,�para.4.

例
え
ば
、
ト
リ
ン
ダ
ー
ジ
判
事
は
、
鯨
の
適
切
な
保

存
と
管
理
を
目
的
と
し
た
集
団
的
な
規
制
制
度
の
発
展
及
び
予
防
原
則
の
生
成
と
い
う
条
約
採
択
後
の
発
展
を
通
じ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
趣

旨
及
び
目
的
と
し
て
鯨
産
業
の
持
続
可
能
な
発
展
よ
り
も
鯨
資
源
の
保
存
と
回
復
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。

Separate�O
pinion�of�Judge�T

rindate,�paras.5–（,�10–12,�2（–40�and�60–（1.
（
2
）　Caroline�E.�Foster,�M

otivations�and�M
ethodologies

：W
as�Japanʼs�W

haling�Program
m

e�for�Purposes�of�Scientific�
Research?�W

haling in the A
ntarctic: T

he ICJ Judgm
ent and its Im

plications,�Sym
posium

�at�K
obe�U

niversity,�31�
M

ay-1�June�2014,�p.（.;�D
issenting�O

pinion�of�Judge�O
w

ada,�para.19.�

児
矢
野
マ
リ
「
国
際
行
政
法
の
観
点
か
ら
み
た
捕
鯨
判

決
の
意
義
」『
国
際
問
題
』
六
三
六
号
四
六
頁
。

（
3
）　

拙
稿
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
立
証
責
任
の
分
配
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
百
五
巻
一
号
（
平
成
一
八
年
）
一
〇
一
︲
一
〇
二
頁
を
参
照
。

（
4
）　M

em
orial�of�A

ustralia,�paras.4.�8（-90.

（
5
）　W

ritten�O
bservations�of�N

ew
�Zealand,�paras.（4-（5.

（
6
）　Separate�O

pinion�of�Judge�A
d H

oc�Charlesw
orth,�paras.9-10.

（
（
）　Case�concerning�Pulp�M

ills�on�the�River�U
ruguay�(A

rgentina�v.�U
ruguay),�Judgm

ent�of�20�A
pril�2010,�ICJ 

R
eports 2010,�para.164.

（
8
）　

拙
稿
「
前
掲
論
文
（
註
３
）」
一
一
五
︲
一
二
一
頁
。

（
9
）　

拙
稿
「
前
掲
論
文
（
註
３
）」
一
〇
四
頁
。

（
10
）　

拙
稿
「
前
掲
論
文
（
註
３
）」
一
二
二
頁
。

（
11
）　

拙
稿
「
前
掲
論
文
（
註
３
）」
一
二
三
頁
。
フ
ォ
ス
タ
ー
は
、
多
数
意
見
が
科
学
的
研
究
「
の
た
め
に
」
の
審
査
基
準
を
適
用
す
る

際
に
「
数
多
く
の
点
で
日
本
に
証
拠
の
提
出
を
要
求
し
て
お
り
」（Judgm

ent,�paras.13（,�141,�144,�185,�193,�194,�206,�222,�226

）、

そ
れ
は
「
あ
た
か
も
証
明
責
任
を
転
換
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。Caroline�E.�Foster,�op.�cit.,�pp.（-8.�

同
様
の
指

摘
は
、H

.�Sakai,�A
fter�the�W

haling�Case:�Its�Lessons�from
�a�Japanese�Perspective,�W

haling in the A
ntarctic: T

he 
ICJ Judgm

ent and its Im
plications,�op.�cit.,�p.（

を
参
照
。
ち
な
み
に
、
ユ
ス
フ
判
事
は
、
こ
う
し
た
日
本
に
不
利
な
立
証
責
任
の

分
配
方
法
の
背
景
に
、「
ア
イ
コ
ニ
ッ
ク
で
知
的
な
動
物
の
殺
害
と
そ
の
方
法
に
対
す
る
判
事
の
情
緒
的
反
発
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
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し
て
い
る
。D

issenting�O
pinion�of�Judge�Y

usuf,�para.2.
（
12
）　IW

C�Resolution�1986-2�on�Special�Perm
its�for�Scientific�Research,�38

th�A
nnual�M

eeting�1986.
（
13
）　A

nnex�P,�Process�for�the�Review
�of�Special�Perm

it�Proposals�and�Research�Results�from
�Existing�and�Com

pleted�
Perm

its.

（
14
）　IW

C�Resolution�1995-9�on�W
haling�under�Special�Perm

it.

（
15
）　M

em
orial�of�A

ustralia,�op.�cit.,�pp.253-256.

判
決
は
八
条
一
項
の
解
釈
適
用
に
お
け
る
信
義
誠
実
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
を

避
け
て
い
る
が
、
小
和
田
判
事
は
、
主
権
国
家
特
に
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
の
「
規
制
レ
ジ
ー
ム
の
枠
内
で
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
行
動
す
る
締
約

国
」
に
つ
い
て
は
信
義
誠
実
を
推
定
す
べ
き
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
（D

issenting�O
pinion�of�Judge�O

w
ada,�paras.21-22

）。

ア
ブ
ラ
ハ
ム
判
事
も
、
被
告
に
は
「
善
意
の
推
定
」
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
証
明
責
任
は
原
告
に
課
せ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（O

pinion�D
issidente�de�M

.�Le�Judge�A
braham

,�paras.21,�28�and�31

）。

（
16
）　W

haling�in�the�A
ntarctic,�Judgm

ent,�para.（9.

（
1（
）　Counter-M

em
orial�of�Japan,�paras.Ⅲ

.9�and�8.�2.

（
18
）　Ibid.,�paras.8.�60,�63�and�64.

（
19
）　W

haling�in�the�A
ntarctic,�Judgm

ent,�paras.83�and�13（.

奥
脇
教
授
は
、
本
判
決
の
理
論
的
基
礎
を
成
す
協
力
の
義
務
に
関

し
て
、
そ
の
ソ
フ
ト
な
規
範
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
将
来
の
「
国
際
協
力
法
」
の
発
展
の
嚆
矢
と
な
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

奥
脇
直
也
「
捕
鯨
裁
判
の
教
訓
―
協
力
義
務
と
の
関
係
に
お
い
て
」『
日
本
海
洋
政
策
学
会
誌
』
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
六
︲

二
一
頁
。
さ
ら
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
特
任
判
事
に
な
る
と
、
協
力
義
務
を
「
共
有
資
源
と
環
境
の
保
存
と
管
理
」
と
い
う
共
通
利
益

の
保
護
を
目
的
と
し
た
法
的
レ
ジ
ー
ム
の
基
礎
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
決
議
が
こ
う
し
た
共
通
利
益
を
明
晰
化
す
る
形
で

「
大
多
数
の
賛
成
」
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
場
合
で
も
、
加
盟
国
が
協
力
義
務
に
基
づ
い
て
誠
実
に
こ
れ
ら
決
議
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。Separate�O

pinion�of�Judge�A
d H

oc�Charlesw
orth,�paras.13-14.

（
20
）　

セ
ブ
チ
ン
デ
判
事
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
と
指
針
自
体
に
「
法
的
拘
束
力
」
が
あ
る
と
さ
え
述
べ
て
い

る
。Separate�O

pinion�of�Judge�Sebutinde,�paras.6�and�10.

（
21
）　D

issenting�O
pinion�of�Judge�Bennouna,�p.3.�

ベ
ヌ
ー
ナ
判
事
以
外
で
も
、
薛
判
事
が
調
査
捕
鯨
に
関
す
る
決
議
が
一
般
的
に
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勧
告
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
（Separate�opinion�of�Judge�X

ue,�para.6

）、
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
判
事
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ

が
六
条
の
「
勧
告
」
と
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
五
条
の
「
規
則
」
を
区
別
し
て
い
る
中
で
、
不
正
に
法
的
拘
束
力
を
勧
告
に
付
与
す
る
こ

と
は
「
条
約
の
均
衡
」
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
と
批
判
し
て
い
る
（Separate�O

pinion�of�Judge�Greenw
ood,�para.（

）。

（
22
）　W

haling�in�the�A
ntarctic,�Judgm

ent,�para.13（.
（
23
）　

奥
脇
直
也
「
捕
鯨
裁
判
に
寄
せ
て
」『
国
際
問
題
』
六
三
六
号
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
三
頁
。

（
24
）　

日
本
に
お
い
て
、
民
事
事
件
の
事
実
認
定
に
必
要
と
さ
れ
る
証
明
度
の
問
題
を
論
じ
る
際
に
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る

判
例
は
、
自
然
科
学
的
な
証
明
で
は
な
く
、
経
験
則
に
照
ら
し
て
「
高
度
の
蓋
然
性
」
を
証
明
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
し
た
ル
ン
バ
ー
ル

事
件
の
最
高
裁
判
所
判
決
で
あ
る
。
た
だ
、
現
在
で
は
、
か
か
る
高
度
蓋
然
性
の
証
明
が
、「
現
代
型
訴
訟
」
つ
ま
り
①
因
果
関
係
は
争

わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
被
害
が
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
「
リ
ス
ク
の
問
題
」
と
し
て
提
起
さ
れ
る
防
止
的
科
学
裁
判
と
、
②
被
害
発
生

可
能
性
及
び
そ
の
因
果
関
係
と
い
う
二
重
の
科
学
的
不
確
実
性
が
争
点
に
な
る
予
防
的
科
学
裁
判
に
お
い
て
も
、
そ
の
通
用
性
を
有
す
る

か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
中
村
多
美
子
「
不
確
実
な
科
学
的
状
況
下
で
の
裁
判
」
岩
波
講
座
『
現
代
法
の
動
態
（
６
）
法
と
科

学
の
交
錯
』（
二
〇
一
四
年
）
四
五
︲
五
六
頁
。

（
25
）　EC-EC�M

easures�concerning�M
eat�and�M

eat�Products�(H
orm

ones),�Report�of�the�Panel,�W
T

/D
S26/R/U

SA
,�

18�A
ugust�199（,�footnote�331.

（
26
）　U

nited�States-Continued�Suspension�of�O
bligations�in�the�EC-H

orm
ones�D

ispute,�Report�of�the�Panel,�W
T

/
D

S320/R,�31�M
arch�2008,�paras.（.�442-5（3.

（
2（
）　EC-EC�M

easures�concerning�M
eat�and�M

eat�Products�(H
orm

ones),�Report�of�the�A
ppellate�Body,�W

T
/D

S26/
A

B/R�and�W
T

/D
S48/A

B/R,�16�January�1998,�para.11（.

（
28
）　Ibid.,�paras.186�and�193.

（
29
）　U

nited�States-Continued�Suspension�of�O
bligations�in�the�EC-H

orm
ones�D

ispute,�Report�of�the�A
ppellate�Body,�

W
T

/D
S320/A

B/R,�16�O
ctober�2008,�para.590.

（
30
）　

島
村
健
「
裁
判
所
に
お
け
る
『
科
学
』
―
法
学
研
究
家
の
立
場
か
ら
」
科
学
技
術
社
会
論
学
会
『
科
学
技
術
社
会
論
研
究
（
７
）
女

性
と
科
学
技
術
』（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）
一
三
六
頁
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
裁
判
所
が
将
来
の
被
害
予
防
を
求
め
る
科
学
的
な
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「
未
来
裁
判
」
に
お
い
て
は
、
専
門
家
の
審
査
に
お
け
る
推
論
過
程
に
恣
意
、
偏
見
又
は
独
断
の
入
り
込
む
余
地
が
無
か
っ
た
か
ど
う
か

だ
け
を
事
後
監
視
す
る
「
手
続
論
的
審
査
方
式
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
原
田
尚
彦
「
科
学
裁
判
と
裁
判
官
―
裁
判
官
の
専
門
外
知
識
の

問
題
に
関
連
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
〇
〇
号
（
一
九
七
九
年
九
月
）
二
三
六
頁
。

（
31
）　Counter-M

em
orial�of�Japan,�para.65.

（
32
）　D

issenting�O
pinion�of�Judge�O

w
ada,�paras.23-28�and�3（-38.

ベ
ヌ
ー
ナ
判
事
と
ユ
ス
フ
判
事
も
、
同
様
の
指
摘
を
し
て

い
る
。D

issenting�O
pinion�of�Judge�Bennouna,�p.6.;�D

issenting�O
pinion�of�Judge�Y

usuf,�paras.4�and�1（.

（
33
）　W

haling�in�the�A
ntarctic,�Judgm

ent,�para.88.

（
34
）　D

issenting�O
pinion�of�JudgeY

usuf,�paras.12-1（�and�2（.�

ソ
ニ
ア
教
授
も
、
同
様
の
批
判
を
し
て
い
る
。Sonia�E.�Rolland,�

W
haling�in�the�A

ntarctic�(A
ustralia�v.�Japan),�A

m
erican Journal of International Law

,�103(3)�2014,�pp.49（�and�500.

（
35
）　

拙
稿
「
Ｅ
Ｃ
の
ホ
ル
モ
ン
牛
肉
輸
入
制
限
事
件
に
つ
い
て
（
二
・
完
）
―
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
自
由
貿
易
と
健
康
保
護
―
」
法
学
研
究

七
六
巻
三
号
（
平
成
一
五
年
）
六
四
︲
六
五
頁
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
目
的
と
手
段
の
合
理
的
相
関
性
と
い
う
審
査
基
準
そ
の
も
の
は
、

海
老
・
海
亀
事
件
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
上
級
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
当
該
事
件
に
お
い
て
は
、
ガ
ッ
ト
二
〇
条
（
ｇ
）
の

「
有
限
天
然
資
源
の
保
存
に
関
す
る
措
置
」
に
お
け
る
「
に
関
す
る
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
が
争
点
に
な
り
、
同
委
員
会
は
、
問
題
の
米

国
法
令
に
よ
る
規
制
と
そ
の
政
策
目
的
と
の
合
理
的
相
関
性
の
基
準
を
適
用
し
て
い
る
。U

nited�States-Im
port�Prohibiting�of�

Certain�Shrim
p�and�Shrim

p�Products,�Report�of�the�A
ppellate�Body,�W

T
/D

S58/A
B/R,�12�O

ctober�1998,�para.141.

（
36
）　D

issenting�O
pinion�of�Judge�O

w
ada,�paras.33-35.

（
3（
）　

裁
判
所
は
、「
主
に
文
書
締
結
時
の
当
事
者
の
意
図
に
従
っ
て
そ
れ
を
解
釈
す
る
必
要
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
連
盟
規
約
二
二
条
に

具
現
さ
れ
た
概
念
…
…
は
当
然
に
発
展
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
一
九
一
九
年
の
諸
制
度
を
見

る
と
き
、
裁
判
所
は
こ
の
半
世
紀
に
起
こ
っ
た
変
化
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
解
釈
は
国
連
憲
章
と
慣
習
法
を
通
じ
た
そ
の
後

の
法
の
発
展
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。Legal�Consequences�for�States�of�the�Continued�Presence�

of�South�A
frica�in�N

am
ibia�notw

ithstanding�Security�Council�Resolution�2（6(19（0),�A
dvisory�O

pinion�of�21�June�
19（1,�para.53.

（
38
）　

日
本
経
済
新
聞
電
子
版
（
二
〇
一
四
年
三
月
三
一
日
）、
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
（
三
月
三
一
日
）、
毎
日
新
聞
（
四
月
一
日
）、
ダ
イ
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ヤ
モ
ン
ド
・
オ
ン
ラ
イ
ン
（
四
月
七
日
）、
週
刊
東
洋
経
済
（
四
月
一
九
日
号
）
な
ど
。

（
39
）　
「
国
際
司
法
裁
判
所
『
南
極
に
お
け
る
捕
鯨
』
訴
訟
判
決
に
つ
い
て
の
内
閣
官
房
長
官
談
話
」（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
）
外
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
40
）　

坂
元
茂
樹
「
日
本
か
ら
み
た
南
極
捕
鯨
事
件
判
決
の
射
程
」『
国
際
問
題
』
六
三
六
号
一
六
︲
一
七
頁
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
六
〇
条
と
同

規
則
九
八
条
一
項
は
、
各
当
事
者
に
よ
る
判
決
解
釈
の
要
請
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
ホ
ル
ジ
ョ
ウ
工
場
事
件
（
判
決
の
解
釈
）
の
常
設

国
際
司
法
裁
判
所
判
決
が
、
こ
う
し
た
要
請
を
「
判
決
中
で
拘
束
力
を
も
っ
て
解
決
さ
れ
た
点
」
に
特
定
し
た
た
め
に
（Judgm

ent,�
N

o.11,�192（,�P.C.I.J.�Series�A
,�N

o.13,�p.11)

、
判
決
理
由
に
関
す
る
解
釈
要
請
の
範
囲
は
「
主
文
と
不
可
分
な
」
部
分
に
限
定
さ
れ

た
。Request�for�Interpretation�of�the�Judgm

ent�of�11�June�1998�in�the�Case�concerning�the�Land�and�M
aritim

e�
Boundary�betw

een�Cam
eroon�and�N

igeria,�Prelim
inary�O

bjections,�ICJ R
eports 1999,�paras.10-11.

（
41
）　

こ
う
し
た
二
分
法
に
関
し
て
は
、
小
和
田
判
事
が
「
恣
意
的
」
と
批
判
し
た
（D

issenting�O
pinion�of�Judge�O

w
ada,�

para.23

）
だ
け
で
な
く
、
他
の
判
事
か
ら
も
疑
問
や
疑
義
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ユ
ス
フ
判
事
は
、
多
数
意
見
が
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ

Ａ
Ⅱ
を
「
科
学
的
研
究
」
と
位
置
付
け
つ
つ
も
、
商
業
捕
鯨
と
し
て
性
質
決
定
す
る
こ
と
な
く
科
学
的
研
究
「
の
た
め
に
」
で
は
な
い
と

判
示
し
た
点
に
矛
盾
が
見
ら
れ
、
説
得
力
を
欠
く
と
批
判
し
て
い
る
（D

issenting�O
pinion�of�Judge�Y

usuf,�paras.5�and�50

）。

ま
た
、
セ
ブ
チ
ン
デ
判
事
は
、「
科
学
的
研
究
」
の
定
義
な
し
に
特
別
許
可
に
基
づ
く
捕
鯨
が
「
科
学
的
研
究
の
た
め
に
」
行
わ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
点
を
指
摘
し
（Separate�opinion�of�Judge�Sebutinde,�para.9

）、
ベ
ヌ
ー
ナ
判
事

も
「
科
学
的
研
究
」
の
定
義
を
明
確
化
す
る
こ
と
な
し
に
科
学
的
研
究
「
た
め
に
」
の
要
件
審
査
を
行
っ
た
こ
と
を
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」

と
批
判
し
て
い
る
（D
issenting�O

pinion�of�Judge�Bennouna,�p.3

）。

（
42
）　

裁
判
所
は
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
が
八
条
一
項
の
範
囲
外
に
あ
る
と
だ
け
認
定
し
、
そ
れ
が
商
業
捕
鯨
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｗ
に
お
い
て
は
、
商
業
捕
鯨
、
調
査
捕
鯨
及
び
原
住
民
捕
鯨
の
三
種
類
し
か
存
在
し
て
い
な
い

の
で
（Judgm

ent,�para.229

）、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
は
、
調
査
捕
鯨
と
原
住
民
捕
鯨
で
な
い
と
す
れ
ば
必
然
的
に
商
業
捕
鯨
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
多
数
意
見
が
商
業
捕
鯨
の
属
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
か
っ
た
点
と
豪
州
が
そ
れ
を
証
明
し
て

い
な
い
点
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ベ
ヌ
ー
ナ
判
事
と
ユ
ス
フ
判
事
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。D

issenting�O
pinion�of�Judge�Bennouna,�

pp.3,�5-6.;�D
issenting�O

pinion�of�Judge�Y
usuf,�para.56.
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（
43
）　

こ
の
点
は
、
ロ
ス
ウ
ェ
ル
教
授
も
「
前
掲
論
文
（
四
註
１
）」
二
五
︲
二
七
頁
の
中
で
認
め
て
い
る
。
薛
判
事
も
、
判
決
に
よ
っ
て

Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Ａ
Ⅱ
が
「
科
学
的
研
究
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
将
来
の
科
学
委
員
会
の
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
は
、
研
究
目

的
と
の
関
連
で
「
適
当
な
限
度
を
超
え
る
」
と
認
定
さ
れ
た
部
分
の
是
正
機
会
が
日
本
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

Separate�O
pinion�of�Judge�X

ue,�para.36.

（
44
）　

第
一
八
六
回
国
会
二
〇
一
四
年
四
月
一
六
日
農
林
水
産
委
員
会
決
議
「
調
査
捕
鯨
継
続
実
施
等
に
関
す
る
件
」
衆
議
院
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
参
照
。

（
45
）　
「
今
後
の
鯨
類
捕
獲
調
査
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
の
農
林
水
産
大
臣
談
話
」
農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
46
）　

水
産
庁
・
外
務
省
「
南
極
海
に
お
け
る
新
た
な
鯨
類
調
査
計
画
案
の
概
要
に
つ
い
て
」（
平
成
二
六
年
一
一
月
）
水
産
庁
と
外
務
省

の
各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
4（
）　Chairʼs�Report�of�the�65

th�M
eeting,�paras.141-142.

（
48
）　Ibid.,�A

nnex�E.

（
49
）　

児
矢
野
マ
リ
「
前
掲
論
文
（
註
2
）」
五
〇
︲
五
一
頁
。

（
50
）　W

ritten�O
bservations�of�N

ew
�Zealand,�paras.80�and�112.�

（
51
）　Chairʼs�Report�of�the�65

th�M
eeting,�paras.144�and�149.

ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
、
将
来
の
科
学
的
研
究
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
調

査
計
画
の
審
査
拡
大
に
繋
が
る
こ
と
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
、
決
議
の
一
節
（
ｂ
）
が
判
決
を
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
、
特

定
事
件
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
の
結
論
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
紛
争
を
悪
化
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
ぞ
れ
反
対
票

を
投
じ
て
い
る
。

（
52
）　Report�of�the�Scientific�Com

m
ittee,�San�D

iego,�CA
,�19/06/2015,�pp.88-90.

（
53
）　Governm

ent�of�Japan,�Proponentsʼ�prelim
inary�response�to�the�Report�of�the�Expert�Panel�to�review

�the�proposal�
for�N

EW
REP-A

,�SC/66a/SP1,�2015.�

そ
の
概
要
は
、
水
産
庁
・
外
務
省
「
新
南
極
海
鯨
類
科
学
調
査
計
画
（
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｒ
Ｅ
Ｐ-

Ａ
）

に
係
る
国
際
捕
鯨
委
員
会
（
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
科
学
委
員
会
レ
ビ
ュ
ー
専
門
家
パ
ネ
ル
報
告
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」（
平
成
二
七
年
四
月
）
水
産

庁
と
外
務
省
の
各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
54
）　Ibid.,�pp.5-6.�

日
本
政
府
の
正
式
な
回
答
は
、Proponentsʼ�additional�response�to�the�Report�of�the�Expert�Panel�to�
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法学研究�89�巻�5�号（2016：5）
review

�the�proposal�for�N
EW

REP-A
,�SC/66a/SP3,�2015�

を
参
照
。

（
55
）　Report�of�the�Scientific�Com

m
ittee,�op.�cit.,�p.93.

（
56
）　Ibid.,�p.96.

　

追
記

　

日
本
政
府
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
決
議
に
法
的
拘
束
力
が
無
い
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
七
日
に
南
極
海
調
査
捕
鯨
再
開
の
意
向

を
表
明
し
、
翌
月
一
日
に
は
調
査
船
が
出
航
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今
年
の
一
月
一
一
日
、
米
国
、
豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

及
び
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
共
同
で
非
難
声
明
を
出
し
て
い
る
（
翌
日
の
日
本
経
済
新
聞
夕
刊
）。


